
■ 協定の締結について

【本協定の考え方】
本協定は、「北海道と民間企業等との協働に関する提案募集」事業実施要領に基づき、株式会社パソナ農援隊から提案のあった「就農啓発・

広報活動及び就農促進活動」に関して、タイアップ事業として事業化を図るために締結するもの

【協定事項】
① 道外の新規就農希望者の確保に関する事項

・ 首都圏にて、ＵＩターンの新規就農希望者へのＰＲやイベント開催協力等
② 新規就農希望者への教育に関する事項

・ 新規就農希望者等に対して、農業経営に関する研修の開催協力等
③ 新規就農者の経営力の向上に関する事項

・ 農業従事者等に対して、農業経営、６次産業化等に関する研修の開催協力等

■ 就農促進活動の実施
●パソナ会場を活用した就農相談会の開催
●市町村参加型セミナーの開催 等

※ 北海道農業公社と連携して実施

■ 就農啓発・広報活動の実施
●ホームページによる就農支援等の情報提供
●就農相談窓口ＰＲ（バナーの設定） 等

北海道の就農支援に関する情報と民間企業の持つ人材教育に関するノウハウや施設の活用により次の事業を実施

○ 北海道の農業・農村の持続的な発展を目指し、（株）パソナ農援隊と北海道が、相互に連携・協力しながら、本道農業
を担う意欲と能力があり経営感覚に優れた担い手の育成・確保に関する取組を協働で実施する。

（株）パソナ農援隊と北海道との連携と協力に関する協定について

目 的

事業内容
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